
議
員
提
出
第
十
号
議
案

学
校
教
育
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
な
推
進
を
求
め
る
意

見
書

現
在
、
教
育
の
現
場
で
は
、
「
誰
一
人
取
り
残
す
こ
と
の
な
い
公
正
に
個
別
最
適
化
さ
れ
、
創
造
性
を
育

む
学
び
」
の
実
現
を
目
指
す
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
」
の
一
環
で
、
児
童
生
徒
に
一
人
一
台
の
情
報
端

末
の
貸
与
、
並
び
に
校
内
の
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ハ
ー
ド
面

の
取
組
に
加
え
て
、
児
童
生
徒
の
「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協
働
的
な
学
び
」
の
充
実
や
、
「
特
別
な
配

慮
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
の
学
習
上
の
困
難
の
低
減
に
資
す
る
も
の
」
と
し
て
、
「
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」

の
導
入
も
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
」
に
対
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
授
業
や
宿
題
の
配

布
、
さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
の
活
用
な
ど
、
各
人
の
状
況
に
合
わ
せ
た
学
習
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
学
び
の
実
現
と
教
員
の
負
担
軽
減
な
ど
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
全
て
の
教
員
が
情
報
端
末
を
活
用
し
た
一
定
レ
ベ
ル
の
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

個
人
情
報
の
取
扱
い
及
び
管
理
も
含
め
た
教
職
員
の
資
質
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
・
教
材
は
、
学
校
か
ら
貸
与
さ
れ
た
端
末
を
使
い
、
学
校
の
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す
る
必
要
が
あ
り
、
例
え

ば
、
転
校
先
で
も
復
習
や
学
び
が
継
続
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
み
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
学
習
の
基
本
能
力
で
あ
る
「
読
解
力
」
の
低

下
が
危
惧
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
各
自
治
体
に
お
い
て
、
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
５
．
０
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た

ち
に
相
応
し
い
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
学
校
教
育
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
浸
透
さ
せ
、
さ
ら
な
る
教
育
の
充
実
を
図

る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
以
下
「
Ｄ
Ｘ
」
と
い
う
。
）
の
実
現
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
く
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

一

情
報
端
末
の
利
活
用
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
な
ど
、
教
育
Ｄ
Ｘ
に
対
応
す
る
教
職
員
研
修
の
あ
り
方
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

二

シ
ス
テ
ム
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
整
備
、
情
報
端
末
や
通
信
設
備
の
修
繕
や
定
期
更
新
な
ど
、
教
育
Ｄ
Ｘ

に
関
す
る
学
校
教
育
予
算
の
充
実
・
確
保
と
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

三

様
々
な
会
社
の
情
報
端
末
と
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
個
人
認
証
シ
ス
テ
ム
の
互
換
性
を
確
保
す
る
た
め

の
、
統
一
規
格
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

四

よ
く
聞
き
、
よ
く
読
み
、
よ
く
書
く
な
ど
の
生
涯
学
び
続
け
る
た
め
の
基
本
的
な
「
学
ぶ
ス
キ
ル
」
を

身
に
付
け
る
上
で
、
紙
面
の
活
用
と
対
面
学
習
の
併
用
を
検
討
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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六
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